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公布された法令のあらまし 

 

議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例（条例第１号） 

 本県の厳しい財政状況等にかんがみ、議会の議員の報酬月額及び費用弁償について、減額等の措置を講じる

こととした。 
 

条         例 

 

議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成20年２月21日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三 

兵庫県条例第１号 

   議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和35年兵庫県条例第55号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第３項を削り、同条第４項中「第２項」を「前項」に改め、同条中同項を第３項とし、第５項から第

８項を１項ずつ繰り上げ、第９項を削る。 

附則に次の２項を加える。 

 （報酬月額の特例） 

６ 平成20年４月１日から平成21年３月31日までの間に係る議員の報酬の額は、第２条第１項の規定にかかわ

らず、同項に規定する額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額を同項に規定する月額とし

て同条の規定を適用して算定した額とする。ただし、第４条第３項の規定の適用については、この限りでな

い。 

 （議長及び副議長の報酬月額の特例） 

７ 前項の場合における議長及び副議長の報酬の額に係る第２条第２項の規定の適用については、同項中「掲

げる額」とあるのは、「掲げる額から当該額に100分の25を乗じて得た額を減じて得た額」とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成20年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅

行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。 
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